
一
三

古
今
伝
受
は
中
世
歌
学
最
奥
の
秘
伝
と
し
て
、
門
弟
を
選
ん
で
継
承
さ
れ
た
。

伝
受
に
際
し
て
、
誓
状
を
提
出
し
、
秘
説
を
「
聊
爾
」
し
な
い
こ
と
を
誓
っ
て
い

る
。
こ
う
し
た
秘
説
は
、
ど
の
よ
う
に
守
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、

宗
祇
か
ら
三
条
西
家
に
伝
え
ら
れ
た
古
今
伝
受
に
つ
い
て
、
そ
の
秘
説
が
ど
の
様

に
し
て
秘
説
と
し
て
継
承
さ
れ
た
の
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

一
　
誓
状

古
今
伝
受
を
受
け
る
際
に
門
弟
は
、
秘
説
を
「
聊
爾
」
し
な
い
こ
と
を
誓
う
誓

状
を
提
出
し
た
。
こ
の
誓
状
の
案
文
は
師
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
弟
子
は
与
え
ら
れ

た
文
章
を
そ
の
ま
ま
清
書
し
て
提
出
し
た
と
推
察
で
き
る
。
そ
の
誓
状
は
次
の
よ

う
に
、
和
歌
両
神
を
は
じ
め
と
す
る
神
に
誓
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
三
条
西
実
隆

が
宗
祇
に
提
出
し
た
誓
状
で
は
、「
聊
爾
」
し
な
い
こ
と
は
誓
っ
て
い
る
も
の
の
、

「
他
言
口
外
」
を
禁
じ
る
文
面
は
見
ら
れ
な
い
。
三
条
西
実
枝
は
細
川
幽
斎
が
実

枝
に
提
出
す
る
た
め
の
誓
状
案
文
と
、
そ
の
子
公
国
が
成
長
し
た
後
、
幽
斎
が
公

国
に
返
す
時
に
公
国
が
幽
斎
に
提
出
す
る
た
め
の
誓
状
案
文
の
二
種
類
が
伝
わ
る

が
、
こ
れ
ら
の
誓
状
の
う
ち
「
他
言
口
外
」
の
文
字
が
あ
る
の
は
、
幽
斎
が
実
枝

に
提
出
し
た
誓
状
の
み
で
あ
る
。

○
宗
祇
←
三
条
西
実
隆
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
『
古
今
相
伝
人
数
分
量
』）

古
今
集
事
、
伝
受
説
々
更
以
不
可
有
聊
爾
候
儀
、
此
旨
私
曲
候
者
可
背

両
神
天
神
之
冥
助
者
也
。
仍
誓
文
如
件

文
明
十
九
年
四
月
十
八
日

○
実
枝
←
幽
斎
（
宮
内
庁
書
陵
部　

古
今
伝
受
資
料
）

古
今
集
御
伝
受
之
事
、
二
条
家
正
嫡
流
為
御
門
弟
請
御
説
之
上
者
、
永
如
親

子
不
可
存
疎
意
候
、
於
義
理
口
伝
故
実
、
他
言
口
外
之
儀
、
曾
以
不
可
在
之

候
、
又
与
他
流
令
混
乱
、
是
非
之
褒
貶
禁
制
之
段
、
如
道
之
法
度
其
旨
候
、

古
今
伝
受
の
秘
説

―
「
聊
爾
」
す
る
こ
と
と
「
他
言
口
外
」
す
る
こ
と

―

小

髙

道

子
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将
又
御
伝
受
之
後
、
不
蒙
免
許
者
、
聞
道
説
道
之
義
、
努
々
不
可
有
聊
爾
候
、

若
此
条
々
令
違
背
者
、
大
日
本
国
中
神
、
祖
神
并
天
満
天
神
、
梵
釈
、
四
王
、

殊
和
歌
両
神
之
冥
罰
忽
其
身
上
ニ
可
罷
蒙
者
也
、
仍
誓
状
如
件

元
亀
三
年
十
二
月
六
日

○
幽
斎
←
公
国
（
宮
内
庁
書
陵
部　

古
今
伝
受
資
料
）

古
今
集
事
、
伝
受
之
説
、
三
光
院
被
申
置
候
以
筋
目
、
更
不
可
有
聊
爾
之
儀
、

此
旨
私
曲
候
者
、
可
背　

両
神
天
神
冥
如
者
也
、
仍
誓
文
如
件

天
正
七
年
六
月
十
七
日

実
枝
は
、
三
条
西
家
の
外
に
秘
伝
を
出
す
こ
と
で
三
条
西
家
の
秘
伝
が
変
化
す

る
こ
と
を
お
そ
れ
、
幽
斎
に
対
し
て
、
三
条
西
家
に
伝
わ
る
秘
伝
を
「
他
流
」
と

混
乱
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
公
国
に
伝
え
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
誓
状
の
文
案
か
ら
、
実
枝
が
幽
斎
に
相
伝
し
た
時
に
は
、
古
今
伝

受
が
三
条
西
家
の
秘
伝
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
天
正
四
年
十
月
十

一
日
、
実
枝
は
幽
斎
へ
の
古
今
伝
受
を
終
了
し
、
三
条
西
家
に
三
代
続
い
た
古
今

伝
受
は
、
幽
斎
に
預
け
ら
れ
た
。
実
枝
は
天
正
七
年
一
月
二
十
四
日
に
没
し
た
。

『
耳
底
記
』
に
は
、「
古
今
ぢ
ゃ
と
い
う
て
、
む
さ
と
秘
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。」
と

す
る
記
述
が
あ
る（
慶
長
三
年
八
月
八
日
）。『
古
今
和
歌
集
』で
あ
る
か
ら
と
い
っ

て
、
す
べ
て
を
「
秘
す
」
必
要
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
一
見
す
る
と
、「
秘

す
」
こ
と
を
そ
れ
程
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

宮
内
庁
書
陵
部
に
は
、
天
正
十
六
年
八
月
十
六
日
、
島
津
義
久
が
幽
斎
に
提
出
し

た
古
今
伝
受
を
受
け
る
た
め
の
誓
状
の
写
が
伝
わ
る
。
幽
斎
が
義
久
に
与
え
た
証

明
状
や
、
義
久
の
講
釈
聞
書
は
不
明
で
あ
り
、
義
久
の
誓
状
に
は
「
古
今
集
之
内

少
々
不
審
之
所
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
今
伝
受
を
伝
受
し
た
、
と
い
う
よ
り
は

む
し
ろ
、
尋
ね
た
不
審
の
箇
所
が
秘
説
に
関
る
た
め
に
、
古
今
伝
受
の
誓
状
を
提

出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。『
古
今
和
歌
集
』だ
か
ら
と
い
っ
て
全
て
を
隠
す
必
要
は
な

い
。
だ
た
、
そ
れ
が
秘
伝
に
関
る
時
に
は
、
然
る
べ
き
手
続
き
が
必
要
だ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
島
津
義
久
が
幽
斎
に
提
出
し
た
誓
状
か
ら
、
秘
伝
の
あ
り
方
の
一
端

が
推
測
さ
れ
る
。

二
　
古
今
伝
受
資
料
の
秘
匿

宗
祇
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
た
三
条
西
実
隆
は
、
徳
大
寺
実
淳
に
古
今
伝
受
の

切
紙
を
与
え
た
。
そ
の
時
の
書
状
が
、
柴
田
光
彦
氏
に
よ
り
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
書
状
に
は
、
実
淳
が
、
実
隆
か
ら
与
え
ら
れ
た
切
紙
を
近
衞
尚
通
に
見
せ
た

こ
と
を
非
難
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
尚
通
は
宗
祇
か
ら
古
今
伝
受
を

受
け
て
い
る
が
、
尚
通
の
妻
は
実
淳
の
娘
で
あ
る
。
そ
の
実
淳
が
、
実
隆
か
ら
与

え
ら
れ
た
切
紙
を
近
衞
尚
通
に
見
せ
た
こ
と
を
、
実
隆
が
非
難
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

陽
明
ヘ
ハ
／
い
か
程
切
紙
進
上
之
候
け
る
や
ら
ん
／
承
度
候
。
於
閣
下
は
塵

芥
／
を
も
不
存
候
へ
共
、
於
道
者
法
度
共
／
候
間
、
只
切
紙
計
写
進
上
の
事

候
／
聊
可
有
子
細
候
歟
と
存
候
。
今
此
事
ハ
大
道
之
法
候
間
、
一
往
申
述
候

／
可
在
賢
慮
候
事
候
。
旁
期
参
／
拝
令
省
略
候　
　

あ
な
か
し
く

（
1
）



古今伝受の秘説

一
五

こ
の
手
紙
の
前
に
「
切
紙
ハ
心
し
る
し
の
様
な
る
／
物
に
て
口
伝
第
一
事
候
。

不
審
／
難
決
候
事
等
多
候
物
ニ
て
候
／
実
隆
伝
受
の
分
文
書
共
ニ
納
加
／
」
候
て

預
置
遠
所
候
。
凡
此
集
／
相
伝
候
事
一
次
第
之
儀
全
く
（
重
々
）
あ
り
／
け
に
候
」

と
あ
る
か
ら
、
講
釈
を
受
け
て
い
な
い
人
に
、
切
紙
を
伝
え
る
こ
と
は
「
於
道
者

法
度
共
」
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
尚
通
が
宗
祇
に
誓
状
を
提
出
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
り
、
こ
の
非
難
は
取
り
下
げ
ら
れ
る
。
三
条
西
実
隆
は
二
月
七
日
付
の
書

状
に
「
彼
法
師
書
状
撰
出
候
ヘ
ハ
／
陽
明
へ
相
伝
申
候
趣
於
大
事
等
は
／
」
無
残

候
。」
と
記
し
て
い
る
。

幽
斎
は
、
実
枝
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
た
他
、
宗
祇
か
ら
近
衞
尚
通
に
相
伝
さ

れ
た
古
今
伝
受
資
料
も
収
集
し
た
。
こ
の
時
の
資
料
が
宮
内
庁
書
陵
部
に
伝
わ

る
。
包
紙
に
は
、
幽
斎
は
実
枝
か
ら
の
古
今
伝
受
が
終
了
し
な
い
う
ち
に
、
こ
の

資
料
を
入
手
し
た
が
、「
一
覧
之
恐
」
が
あ
る
た
め
「
他
人
手
」
を
借
り
て
書
写
し

て
お
き
、「
此
集
御
伝
受
之
後
」、「
探
笥
底
重
書
改
之
者
也
」
と
い
う
。

古
今
集　

後
法
成
寺
入
道
太
閤
、
従
宗
祇
法
師
御
相
伝
之
聞
書
二
冊
并
序
分

一
冊
・
切
紙
等
、
大
覚
寺
准
后
義
俊
御
相
承
云
々
、
件
本
、
一
乱
之
時
或
人

拾
得
之
、
予
先
年
雖
令
恩
借
、
未
相
伝
之
故
、
依
有
一
覧
之
恐
、
借
他
人
手

写
留
之
。
経
年
序
、
三
光
院
内
府
此
集
御
伝
受
之
後
、
探
笥
底
重
書
改
之
者

也
。

　
　

于
時
天
正
十
二
暦
四
月
七
日�

玄
旨
判�

こ
の
時
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。『
耳
底
記
』
に
は
、
幽
斎
が
「
恵
雲
院
」
の
古
今

伝
受
資
料
を
書
写
し
て
い
た
記
事
が
見
ら
れ
る
。

恵
雲
院
殿
古
今
御
伝
の
事
、
ま
ん
丸
う
つ
し
て
も
ち
た
り
し
な
り
。
三
光
院

殿
、
わ
ご
り
ょ
は
、
や
り
く
わ
ん
ぼ
そ
う
な
人
じ
ゃ
が
、
き
ど
く
に
道
を
思

ひ
さ
う
だ
よ
と
て
、
一
段
か
ん
じ
給
ひ
し
な
り
。

宮
内
庁
書
陵
部
に
伝
わ
る
資
料
の
包
紙
に
は
「
大
学
寺
義
俊
」
と
あ
る
が
、『
耳

底
記
』
で
は
、「
恵
雲
院
」
近
衞
稙
家
に
与
え
ら
れ
た
資
料
と
す
る
。
稙
家
は
尚
通

の
子
で
、
義
俊
の
兄
に
あ
た
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
幽
斎
は
、
宗
祇
か
ら
近
衞

尚
通
に
相
伝
さ
れ
た
資
料
を
入
手
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
　
古
今
伝
受
資
料
の
披
見

こ
の
よ
う
に
秘
伝
と
し
て
継
承
さ
れ
た
古
今
伝
受
資
料
を
、
幽
斎
が
松
永
貞
徳

に
「
見
」
せ
た
記
事
が
『
貞
徳
翁
記
』
に
見
ら
れ
る
。

亡
父
に
具
し
て
、
文
禄
二
年
十
月
十
三
日
に
玄
旨
法
印
へ
参
〈
聚
楽
御
殿
〉。

奥
の
間
に
て
一
つ
の
箱
を
開
き
、
御
伝
受
の
秘
本
悉
み
よ
と
て
見
せ
給
ふ
。

伝
心
抄
と
外
題
の
あ
る
本
、
大
小
四
巻（
青
ヘ
ウ
シ
）、
皆
三
台
亜
槐
と
奥
書

共
御
判
あ
り
。
コ
レ
ハ
、
三
光
院
殿
ノ
奥
書
也
。
玄
旨
御
聞
書
ノ
清
書
の
本

也
。

こ
の
記
事
に
つ
い
て
西
田
正
宏
氏
は
、
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

（
2
）

（
3
）
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貞
徳
は
、
父
に
連
れ
ら
れ
、
幽
斎
の
も
と
へ
行
っ
た
。
そ
こ
で
三
光
院
殿�

（
三
条
西
実
枝
）
か
ら
幽
斎
に
伝
わ
っ
た
伝
受
の
秘
書
を
悉
く
見
る
こ
と
を

許
さ
れ
る
。
加
え
て
『
伝
心
抄
』
も
披
見
す
る
。
書
写
し
た
可
能
性
も
あ
ろ

う
。『
古
今
集
』の
秘
説
や
そ
の
内
容
に
通
じ
て
い
る
こ
と
と
、
実
際
に
伝
受

が
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
、
実
質
的
な
面
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
変
わ

り
は
な
い
だ
ろ
う

こ
の
時
、
貞
徳
は
「
書
写
」
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、『
伝

心
抄
』
は
、「
御
伝
受
の
秘
本
悉
み
よ
と
て
見
せ
給
ふ
」
中
に
は
入
っ
て
い
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
文
禄
二
年
と
い
え
ば
、
三
条
西
公
国
が
早
逝
し
て
、
幽
斎
は
再

び
唯
一
の
古
今
伝
受
継
承
者
と
な
っ
て
い
た
時
で
あ
る
。
公
国
が
没
し
た
と
は
い

え
、
幽
斎
は
実
枝
と
の
約
束
を
忠
実
に
守
り
、
実
枝
の
死
後
半
年
と
経
た
な
い
う

ち
に
公
国
に
返
し
伝
受
を
し
た
。
実
枝
に
提
出
し
た
誓
状
の
こ
と
ば
か
ら
解
放
さ

れ
て
、
す
で
に
、
他
流
の
古
今
伝
受
資
料
も
収
集
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
で
、

貞
徳
に
資
料
を
「
見
」
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、「
亡
父
に
具
し
て
」「
玄
旨
法
印
へ
参
」
り
、「
奥
の
間
に
て
」

開
か
れ
た
、「
御
伝
受
之
秘
本
」
を
収
め
た
「
一
つ
の
箱
を
」「
見
せ
」
ら
れ
た
か

ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
「
書
写
」
で
き
た
と
は
想
定
し
に
く
い
。「
伝
心
抄
と
外
題

の
あ
る
本
」
に
つ
い
て
「
大
小
四
巻
（
青
ヘ
ウ
シ
）、
皆
三
台
亜
槐
と
奥
書
共
御

判
あ
り
。
コ
レ
ハ
、
三
光
院
殿
ノ
奥
書
也
。
玄
旨
御
聞
書
ノ
清
書
の
本
也
」
と
記

し
た
の
が
、
そ
の
場
で
一
瞥
し
た
内
容
の
ほ
ぼ
全
て
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

秘
伝
と
し
て
継
承
さ
れ
た
古
今
伝
受
資
料
を
「
見
せ
」
た
記
事
は
『
耳
底
記
』

（
慶
長
五
年
五
月
四
日
）
に
も
見
ら
れ
る
。

八
条
殿
、
古
今
御
聞
書
右
府
に
見
せ
給
ふ
。
予
在
側
。

幽
云
、
よ
り
て
見
る
べ
し
。
よ
り
て
見
る

「
八
条
殿
」
智
仁
親
王
が
、『
古
今
和
歌
集
』
の
聞
書
を
「
右
府
」
今
出
川
晴
季

に
見
せ
た
と
い
う
。
そ
の
時
、「
側
」
に
い
た
光
広
に
対
し
て
幽
斎
が
「
よ
り
て
見

る
べ
し
」
と
い
っ
た
の
で
、
光
広
は
「
よ
り
て
見
」
た
と
い
う
。
慶
長
五
年
五
月

四
日
で
あ
る
か
ら
、
幽
斎
は
、
智
仁
親
王
へ
の
古
今
伝
受
の
講
釈
の
最
中
で
あ
る
。

智
仁
親
王
は
、
講
釈
が
終
了
す
る
と
す
ぐ
に
、
当
座
聞
書
を
整
理
し
て
初
稿
本
と

も
い
う
べ
き
聞
書
を
作
成
し
て
い
た
。
こ
こ
で
「
見
」
せ
た
の
は
、
そ
の
聞
書
と

推
定
さ
れ
る
。
光
広
は
、
幽
斎
に
和
歌
を
学
ん
で
い
た
が
、
ま
だ
、
古
今
伝
受
は

受
け
て
い
な
い
。
そ
の
光
広
が
晴
季
が
見
て
い
る
古
今
伝
受
の
聞
書
を
「
よ
り
て

見
」
た
と
い
う
が
、
こ
れ
は
晴
季
が
見
て
い
る
の
を
脇
か
ら
「
見
」
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
秘
伝
の
中
身
を
熟
読
し
た
と
い
う
よ
り
は
一
瞥
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
古

今
伝
受
の
講
釈
聞
書
に
は
重
要
な
秘
伝
も
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
秘

説
の
内
容
を
教
え
た
の
で
は
な
く
、
聞
書
が
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
内
容
も
含
め
て

一
瞥
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

古
今
伝
受
は
最
奥
の
秘
伝
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
の
資
料
を
「
見
せ
」
る

こ
と
は
あ
っ
て
も
、
秘
伝
に
関
る
部
分
は
門
外
に
は
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
て
継

承
し
た
と
推
察
さ
れ
る
。



古今伝受の秘説

一
七

注（
1
）　
「
荻
野
研
究
室
収
集　

三
条
西
実
隆
の
書
状
を
め
ぐ
っ
て
」（『
早
稲
田
大
学
図
書

館
紀
要
』
昭
58
・
8
）

（
2
）　

引
用
は
歌
学
大
系
に
よ
る
。

（
3
）　

引
用
は
『
近
世
随
想
集
』
に
よ
る
。




